
法律相談
（対面相談・電話相談）

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、一部で電話による相談を実施しています。
実施状況は令和4年6月1日現在の情報です。最新の実施状況はホームページでご確認ください。

予約制
1階101窓口か
電話(　 800-2337)

毎週月曜日
毎月第1・3水曜日
13時～16時

一般的な法律に関する事柄について
弁護士に相談（30分以内）

行政書士相談
（電話相談）

相談実施日の
受付時間内に電話
(　 080-5975-5678)

毎月第2水曜日
9時～12時
(受付11時30分まで)

官公署に提出する書類や各種契約書
の作成について行政書士に相談

行政相談
（対面相談）

相談実施日に
直接1階101窓口へ

毎月第3木曜日
13時～16時

国の行政機関への苦情などについて
行政相談委員に相談

交通事故相談
（対面相談・電話相談）

相談実施日に
直接1階101窓口か
電話(　 800-2337)

毎月第4火曜日
9時~12時、13時～16時

示談交渉、保険金請求などについて
交通事故相談員に相談

中国語生活相談
（対面相談）

相談実施日に
直接1階101窓口へ

毎週木曜日
10時～12時、13時～16時

インドシナ難民定住者・
ベトナム語生活相談
（対面相談）

毎週金曜日
9時～12時、13時～17時
※ベトナム語通訳は10時～12時、
　13時～16時
※カンボジア語とラオス語は電話通訳

日本語による意思疎通が困難な
外国籍等区民のために、専門の相談
員による生活相談

公証相談
（電話相談）

毎月第2火曜日
13時～15時

遺言や契約などの公正証書の作成
について公証人に相談（30分以内）

申込方法 実施日（祝日、年末年始を除く）概要

4月から相談窓口が再開し、2人体制で活動
しています。相談者の笑顔のために、また
住みよい泉区を目指すため、皆さんの声に
耳を傾けていきます。

対象：泉区在住・在勤の人 検索泉区 市民相談

行政相談 中国語生活相談 インドシナ難民定住者・
ベトナム語生活相談

遠藤さん
えんどう

王さん
わん

長谷さん
は  せ　

町田さん
まち だ

「困ったら 一人で悩まず 行政相談」

行政相談委員

THUY TRANGさん
トゥイ　    チャン さとう

佐藤さん

トピックス

広報相談係　　 800-2337　　800-2506

区 役 所 の 特 別 相 談 無 料

2022(令和4)年

55～12ページは泉区版です

（代表番号）泉区役所 〒245-0024　和泉中央北五丁目1番1号
…8時45分～17時月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）

…9時～12時第2・4土曜日 ※戸籍課、保険年金課、こども家庭支援課の一部業務を行っています。
区役所
開庁日

2022（令和4）年 6月号 ／ 泉区版

泉区マスコットキャラクター
「いっずん」

泉区のいま 2022(令和4)年5月1日現在

人口…151,854人 世帯数…63,760世帯

掲載されているイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組に伴い、中止・延期になる場合がありますので、事前に確認してください。ご注意




